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動物愛護管理法の体系

法律

政令

省令（環境省令）

告示（環境省告示）

動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律施行令

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の
管理の方法等の基準を定める省令

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関す
る省令

・家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 ・展示動物の飼養及び保管に関する基準
・実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 ・産業動物の飼養及び保管に関する基準
・特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目 ・特定動物の飼養又は保管に関する基準
・動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 ・動物の殺処分方法に関する指針
・動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための指針
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議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」成立昭和48年（1973）年

平成11年（1999）年

平成17年（2005）年

平成24年（2012）年

令和元年（2019）年

名称変更「動物の愛護及び管理に関する法律」

動物取扱業の規制強化（届出制から登録制へ）、動物取扱責任者の選任を義務付け

動物取扱業の規制強化（販売時の対面説明及び現物確認の義務化、幼齢の犬猫に係
る販売等の制限、感染症の予防、第二種動物取扱業の新設）

動物取扱業への規制強化（省令基準）、適正飼養強化、マイクロチップなど

動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の適用範囲の拡大、
罰則の強化など大幅に改正）

「動物愛護管理法の一部を改正する法律」公布

「動物愛護管理法の一部を改正する法律」公布

「動物愛護管理法の一部を改正する法律」公布

動物愛護管理法の成り立ち

動物は「命あるもの」と法律に明記
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動物愛護管理法の概要

１ 目的

２ 基本原則

３ 動物の飼い主及び動物取扱業者の責任

４ 動物の飼養及び保管等に関するガイドライン

５ 動物取扱業者の規制

６ 周辺生活環境の保全等

７ 特定動物の飼養規制

８ 犬及び猫の引き取り等

９ 国や地方公共団体の取り組み

10 犬及び猫のマイクロチップ装着と登録

11 罰則
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動物愛護管理法の目的

第1条（目的）
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持

等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及
び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、
身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社
会の実現を図ることを目的とする。

法
の
目
指
す
も
の
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動物愛護管理法の基本原則

第２条（基本原則）

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのない

ようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければ

ならない。

２ 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給

餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確

保を行わなければならない。

第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

２ 不動産以外の物は、すべて動産とする。
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

※民法

動物は民法上「物」ですが、動物愛護管理法に基づき「命ある存在」として守られています。
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動物の所有者又は占有者の責務

第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

２ 不動産以外の物は、すべて動産とする。
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

※民法

第７条（動物の所有者又は占有者の責務等）
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責

任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健

康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全

上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その

飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基

準によるものとする。
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出典
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概要（全体）

概要（動物取扱業に係る項目）

各項目の説明



令和元年度法改正の概要（全体）

１．動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

２．第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
①登録拒否事由の追加
②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
遵守基準：飼養施設の構造・規模、環境の管理、

繁殖の方法等
③犬・猫の販売場所を事業所に限定
④出生後５６日（８週）を経過しない犬又は猫の
販売等を制限

３．動物の適正飼養のための規制の強化
①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
②都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を
規定

③特定動物（危険動物）に関する規制の強化
愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物の交雑種を規制対象
に追加

④動物虐待に対する罰則の引き上げ
殺傷：懲役５年、罰金５００万円
虐待・遺棄：懲役１年、罰金１００万円

４．都道府県等の措置等の拡充

①動物愛護管理センターの業務を規定
②動物愛護管理担当職員の拡充
③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

５．マイクロチップの装着等

①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける
（義務対象者以外には努力義務を課す）
②登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

６．その他
①殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
②獣医師による虐待の通報の義務化
③関係機関の連携の強化
④地方公共団体に対する財政措置
⑤施行後５年を目途に必要な措置を講ずる検討
条項
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

１ 第一種動物取扱業の登録拒否自由の追加

２ 動物の販売場所を事業所に限定

３ 動物に関する帳簿の備付け等

４ 動物取扱責任者の選任要件の適正化

５ 動物取扱業者に対する勧告及び命令

令和２年６月１日施行

６ 第一種動物取扱業の登録取消後の勧告等

７ 特定動物に関する規制の強化

８ 罰則の強化

令和３年６月１日施行

９ 遵守基準の具体化

10 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限

令和４年６月１日施行

11 マイクロチップの装着等
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

１ 第一種動物取扱業の登録拒否事由の追加 法第１２条

（登録の拒否）

第12条 都道府県知事は、第10条第１項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

き、同条第２項の規定による登録の申請に係る同項第４号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持そ

の他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認

めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼

養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営

もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の

終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又

は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載

が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

１ 第一種動物取扱業の登録拒否事由の追加 法第１２条

第１号 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者

第２号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第３号 登録の取消処分があった日から５年を経過しない者

第４号 登録を取り消された法人の役員であった者で、取消後から５年を経過しない者

第５号の２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

第６号 各関係法令で罰金以上の刑に処され、その執行後５年を経過しない者

第７号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第２条第６号に規定する暴力団員
又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

第７号の２ 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として
環境省令で定める者

第８号 法人であって、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第９号 個人であって、その環境省令で定める使用人のうちに第１号から第７号の２までのいずれかに該当する者があるもの
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

※ 罰金以上の刑に処せられた場合、登録拒否又は登録取消等になる法律

・動物の愛護及び管理に関する法律

・化製場等に関する法律 第10条第2号若しくは第3号

・外国為替及び外国貿易法 第69条の7第1項第４号若しくは第５号、第7０条第１項第36号若しくは

第72条第1項第3号若しくは第5号

・狂犬病予防法第27条第１号若しくは第２号

・絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律（種の保存法）

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護管理法）

・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）

※狂犬病予防法
第27条第1号：第４条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしな
かった者
第2号：第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を付けなかった者
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

２ 動物の販売場所を事業所に限定 法第21条の4

第一種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対し、あらかじめ自らの事業所において、
販売に係る状態を直接見せる（現物確認）とともにその動物の特徴や適切な飼養方法などの18項
目を対面により文書などを用いて説明しなくてはなりません。

※空港や個人宅において対面説明を行い販売をする行為は認められません。
インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。

販売事業所外での対面説明等の禁止
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

３ 動物に関する帳簿の備付け等 法第21条の5
法第24条の4

動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱い（譲受飼養）を業として営む者（動物販売
業者等）は、帳簿を備え、所有し、若しくは占有した日、販売若しくは引き渡した日、死亡した日
その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません。

動物販売業者等は、年度中に所有若しくは占有、販売若しくは引き渡し、死亡した動物ごとの数
を都道府県知事に届け出なければなりません。
（毎年４月１日から翌年の３月３１日までの各月ごとの合計数を、期間終了後６０日以内に提出）

帳簿の備え付け

報告の義務
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

４ 動物取扱責任者の選任要件の適正化 法第22条
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

５ 動物取扱業者に対する勧告及び命令 法第23条

勧告に従わない事業者の公表

勧告を受けた者が期限内に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第一種動物取扱業の登録を取り消した後、廃業後2年間勧告、命令、報告徴収、立入検
査が可能

６ 第一種動物取扱業の登録取消後の勧告等 法第24条の2
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

７ 特定動物に関する規制強化 法第25条の2
法第26条

環境省令で定める目的は例外
・動物園その他これに類する施設における展示
・試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
・生業の維持
・旧法上の特定動物の継続的な愛玩飼養
・旧法上の特定動物の交雑種の継続的な愛玩飼養
・都道府県等の越境に伴う旧法上の特定動物及びその交雑種
の継続的な愛玩飼養

・許可を受けていた者が死亡した場合で、死亡した日から60
日を経過した後、許可を受けて相続人が行う飼養又は保管

・その他公益上の必要があると認められる目的

特定動物の飼養は原則として禁止

25

※特定動物とは
ニホンザル、タカ、ワ
シ、マムシ、トラなど、
人の生命・身体・財産
に害を与えるおそれの
ある動物。動物愛護管
理法に基づき、約650種
が選定されている。

特定動物リスト



法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

８ 罰則の強化 法第25条の2
法第26条

主な罰則
５年以下の懲役又は
５００万円以下の罰金

愛護動物をみだりに殺したり傷
つけた者

1年以下の懲役または
１００万円以下の罰金

愛護動物をみだりに虐待した者
愛護動物を遺棄した者

６ヶ月以下の懲役又は
１００万円以下の罰金

無許可で特定動物を飼養保管し
た者等

１００万円以下の罰金無登録で第一種動物取扱業を営
んだ者等

３０万円以下の罰金無届出で第二種動物取扱業を
行った者等

５０万円以下の罰金不適正飼育者が措置命令に違反
した場合
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

９ 遵守基準の具体化 法第21条

① 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

② 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

③ 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

④ 動物の疾病等に係る措置に関する事項

⑤ 動物の展示又は輸送の方法に関する事項

⑥ 動物を繁殖の用に供することができる回数、

繁殖の用に供することができる動物の選定

その他の動物の繁殖方法に関する事項

⑦ その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

チェックリストをご活用ください。
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

10 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限 法第22条の５

●本則●
（幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限）
犬猫等販売業者（販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。）は、その繁殖を

行つた犬又は猫であつて出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用
に供するために引渡し又は展示をしてはなりません。

●原始附則●
（指定犬に係る特例）
２ 専ら文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項の規定により天然記念物として指定された犬
（以下この項において「指定犬」という。）の繁殖を行う第22条の５に規定する犬猫等販売業者（以下この項に
おいて「指定犬繁殖販売業者」という。）が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合における当該指
定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「56日」とあるのは、「49日」とする。

天然記念物指定犬の特例措置

指定犬：秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
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法改正の概要（動物取扱業に係る項目の抜粋）

11 マイクロチップの装着等 法第39条の2～26

①犬猫等販売業者の
マイクロチップの装着、
情報登録の義務化

②MCを装着した犬猫を
譲り受けた者については、
変更登録の義務化
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出典
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ブリーダーやペットショップの方への注意事項

１ 申請代行について
報酬を受け取って、代わりに動物愛護管理法第39条の５に基づく登録の申請や第39条の６に基づく変更登録の申請を

行うと行政書士法に違反することとなり、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の400円以外に上乗せして徴収することも含まれま

す。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。

２ マイクロチップの装着・情報登録義務に対する違反について
ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が取得した犬又は猫に対して、マイクロチップの装着及び情報

登録を怠った場合には、飼養管理基準省令の遵守違反として、都道府県知事等による勧告、命令、登録の取消し等の対

象となります。

環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aより抜粋
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犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ＆A



ブリーダーやペットショップの方への注意事項

３ 販売時の購入者への「変更登録」に関する情報提供について
ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が犬や猫を販売する際には、購入者に対して、名義変更に当た

る「変更登録」を受ける法的義務があることを情報提供しなければなりません。

リーフレット等を活用し、購入者が変更登録の申請をするように促してください。

４ 販売時の登録証明書の添付について
ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が犬や猫を販売する際には、購入者に対して、販売する犬や猫

とともに登録証明書を添付して渡す必要があります。

ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。

環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aより抜粋
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犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ＆A
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まとめ
動物愛護管理法における動物取

扱業の重要性は、動物の適正な取
り扱いやその福祉を確保し、人と
動物の共生社会を実現するための
基盤を整えることにあります。

業者自身が高い責任感を持ち、
法令を遵守することが求められて
います。


